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国民健康保険税

国
保
が
支
え
る
安
心
社
会

　
「
令
和
元
年
度
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
通
知
書
」
を
、
７
月
中

旬
に
世
帯
主
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

※
国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
、
世

帯
主
で
す
。
（
世
帯
主
が
社
会
保

険
等
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
で

も
、
世
帯
内
に
国
保
加
入
者
が
い

る
場
合
に
は
、
世
帯
主
名
義
で
通

知
し
ま
す
。
）

　

令
和
元
年
度
の
国
保
税
の
算
定

方
法
、保
険
税
率（
額
）・
限
度
額
は
、

【
表
１
】・【
表
２
】の
と
お
り
で
す
。

離
職
さ
れ
た
方
の
国
保
税
軽
減 

に
つ
い
て

　
倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど

で
離
職
し
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
前
年

の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と

し
て
所
得
割
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

　
軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
市
民
生
活

課
国
保
年
金
担
当
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
（
年
税
額
）

【表2】令和元年度の税率（額）・限度額

＝

所得割 均等割※2 
（1人あたり）

平等割※2 
（1世帯あたり） 賦課限度額

医療分　 6.5% 21,800円 15,800円 610,000円

後期高齢者
支援金分 2.2% 7,300円 5,300円 190,000円

介護分※1 1.8% 8,200円 4,200円 160,000円
※１　介護分は、40歳～64歳の方のみ
※２　一定の所得以下の世帯は、均等割・平等割が最大7割軽減されます。
　　　（申請は不要です。）

■
対
象
と
な
る
方

　
次
の
①
～
③
の
全
て
の
条
件
を

満
た
す
者

①
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離

職
し
た
方

②
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

③
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受

け
る
方
で
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
の
「
離
職
理
由
コ
ー

ド
」
が
11
、
12
、
21
、
22
、

23
、
31
、
32
、
33
、
34
に
該
当

す
る
方

■
申
請
に
必
要
な
も
の

   

● 

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

   

● 

印
鑑

 

有
効
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
に
発
行
し
て
い
る
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有

効
期
限
は
令
和
元
年
（
平
成
31

年
）
７
月
31
日
で
す
。
８
月
以
降

も
認
定
証
が
必
要
な
場
合
は
、
８

月
中
に
市
民
生
活
課
国
保
年
金
担

国保加入者の所得に応じて計算します。
（前年中の総所得金額等－
　　　　　基礎控除額33万円）※1×税率

※1　国保加入者ごとに計算します。

所
得
割

＋

＋

均
等
割

世帯内の国保加入者に応じて計算します。
世帯内加入者数×定額

平
等
割

１世帯あたりにいくらと計算します。
１世帯×定額

【表１】国保税の算定方法 国
民
健
康
保
険
税
額
の
お
知
ら
せ

■
か
か
り
つ
け
医（
薬
局
）を
持
つ

　
紹
介
状
を
持
た
ず
に
大
病
院
を

受
診
す
る
と
、
一
部
負
担
金
に
加

え
定
額
負
担
金
が
発
生
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
地
域
の
開

業
医
な
ど
、
す
ぐ
受
診
で
き
る
、

か
か
り
つ
け
医（
薬
局
）を
持
つ
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
休
日
・
夜
間
の
受
診
は
控
え
る

　
休
日
や
夜
間
の
救
急
医
療
機
関

は
、
緊
急
性
の
高
い
患
者
さ
ん
の

た
め
の
も
の
で
、
医
療
費
も
高
く

設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
緊
急
時
以

外
は
、
平
日
の
時
間
内
に
受
診
す

る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

■
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
同
じ
疾
患
で
、
複
数
の
医
療
機

関
に
か
か
る
「
重
複
受
診
」
は
、

医
療
費
が
増
加
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
検
査
や
薬
が
重
複
す
る
こ
と

で
、
体
に
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま

う
心
配
も
あ
り
ま
す
。

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発

医
薬
品
）
は
、
新
薬
と
同
等
の
効

果
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
価
格
も

安
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
師

や
薬
剤
師
と
相
談
し
て
、
利
用
が

可
能
で
あ
れ
ば
積
極
的
に

活
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

医
療
費
の
節
約
ポ
イ
ン
ト
！

当
で
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

   

● 

被
保
険
者
証

   

● 

印
鑑

   

● 

過
去
１
年
間
の
入
院
日
数
が

90
日
を
超
え
る
場
合
は
、
入

院
日
数
の
確
認
で
き
る
医
療

機
関
発
行
の
領
収
書
等
（
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
み
）

   

● 

本
人
ま
た
は
同
居
の
方
以
外
か

ら
の
申
請
の
場
合
は
委
任
状	

■
問
い
合
わ
せ

　
市
民
生
活
課
国
保
年
金
担
当

 （
内
線
１
２
７
～
１
２
９
・
１
３
７
）

　

日
頃
の
お
医
者
さ
ん
の
か
か
り
方
な
ど
を
見
直
す
こ
と
で
、

支
払
う
医
療
費
が
節
約
で
き
ま
す
。


